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全国統一指標・地域独自指標の目標達成に向けた取組
（「施工時期の平準化）に向けた取組）

建設業における休日確保に向けた取り組み

全国統一指標・地域独自指標の目標達成に向けた取組
（「施工時期の平準化）に向けた取組）

建設業における休日確保に向けた取り組み



令和７年度 活動計画（案）

【取り組み内容】

 発注関係事務相談キャラバン（２巡目）の実施
• ２巡目は、「施工時期の平準化」（「さしすせそ」の活用）の更なる推進を図ることを重点的に実施。
• 令和７年度は、概ね人口３万人未満の自治体を対象として訪問予定（継続）。

発注見通し（統合版）の公表（継続）
• 【工事・業務】「公表基準日」を各月１５日、３０日に設定して公表（四半期ごとの当該月に各２回）。
• 【中長期】市町村への公表拡大。公表が可能な機関から段階的に実施。

①全国統一指標・地域独自指標の目標達成に向けた取り組み

②建設業における休日確保に向けた取り組み
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【取り組み内容】
 週休２日工事の浸透・定着
• 週休２日工事への取り組み状況は、新たに達成割合を全国統一指標・地域独自指標に追加

①発注件数割合（週休２日対象工事発注件数（公告等）/全発注工事件数（公告等）） （継続）
②達成割合（週休２日達成工事件数（完成）/全工事件数（完成））

• 「週休２日適正工期発注宣言」宣言機関：１００％を目標

 「統一的な現場閉所」（第８弾）による週休２日の促進
• 年間を通じて毎週土曜日・日曜日を対象（現場条件等から実施が困難な場合は「４週８休」を確保）。



「令和７年度 北陸ブロック発注者協議会（県部会）」 の開催

「令和８年度 北陸ブロック発注者協議会」 の開催令和８年５月頃

令和７年８月頃

「令和６年度 北陸ブロック発注者協議会（幹事会）」 の開催令和７年２月１７日

・ 新潟県部会 （令和７年８月頃 開催予定）
・ 富山県部会 （令和７年８月頃 開催予定）
・ 石川県部会 （令和７年８月頃 開催予定）

「ワーキンググループ」の実施令和７年１０月頃

・ 新潟県ＷＧ （令和７年１０月頃 開催予定）
・ 富山県ＷＧ （令和７年１０月頃 開催予定）
・ 石川県ＷＧ （令和７年１０月頃 開催予定）

「発注関係事務相談キャラバン」の実施令和７年１１月頃

１０市町村を対象として訪問予定
・ 新潟県内 （令和７年１１月頃 開催予定）
・ 富山県内 （令和７年１１月頃 開催予定）
・ 石川県内 （令和７年１１月頃 開催予定）

「令和７年度 北陸ブロック発注者協議会」 の開催令和７年５月２８日

北陸ブロック発注者協議会令和７年度のスケジュール（案）
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「令和７年度 北陸ブロック発注者協議会（幹事会）」 の開催令和８年２月頃



全国統一指標・地域独自指標の
目標達成に向けた取組み

（「施工時期の平準化」に向けた取組み）



令和７年度 発注関係事務相談キャラバン計画

 キャラバン ２巡目訪問市町村
※ 政令市除く。
※ １巡目は、H29：20市町村、H30：22市町村、R01：22市町村を実施。
※ R01は「平準化ヒアリング」にて実施。R02より「相談キャラバン ２巡目」を本格実施。
※ 人口：総務省ＨＰ_【総計】住民基本台帳人口・世帯数、平成30年度人口動態（市区町村別）【H30】

人口別 市町村数 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６
Ｒ７
（案）

Ｒ８
（案）

訪問済み
（Ｒ６まで）

10万人
以上

（管内：7）
新潟県：2
富山県：2
石川県：3

（管内：4）
新潟県：2
富山県：1
石川県：1

（管内：3）
新潟県：-
富山県：1
石川県：2

- - -

（管内：7）
新潟県：2
富山県：2
石川県：3

5～10
万人

（管内：15）
新潟県：9
富山県：2
石川県：4

-

（管内：1）
新潟県：1
富山県：-
石川県：-

（管内：8）
新潟県：4
富山県：2
石川県：2

（管内：6）
新潟県：4
富山県：-
石川県：2

-

（管内：15）
新潟県：9
富山県：2
石川県：4

3～5万人

（管内：14）
新潟県：6
富山県：6
石川県：2

- - -

（管内：2）
新潟県：-
富山県：2
石川県：-

（管内：7）
新潟県：2
富山県：4
石川県：1

（管内：5）
新潟県：4
富山県：-
石川県：1

（管内：14）
新潟県：6
富山県：6
石川県：2

～3万人

（管内：27）
新潟県：12
富山県：5
石川県：10

- - - -

（管内：2）
新潟県：-
富山県：1
石川県：1

（管内：4）
新潟県：2
富山県：1
石川県：1

（管内：10）
新潟県：6
富山県：2
石川県：2

（管内：11）
新潟県：4
富山県：1
石川県：6

（管内：6）
新潟県：2
富山県：2
石川県：2

合計

（管内：63）
新潟県：29
富山県：15
石川県：19

（管内：4）
新潟県：2
富山県：1
石川県：1

（管内：4）
新潟県：1
富山県：1
石川県：2

（管内：8）
新潟県：4
富山県：2
石川県：2

（管内：8）
新潟県：4
富山県：2
石川県：2

（管内：9）
新潟県：2
富山県：5
石川県：2

（管内：9）
新潟県：6
富山県：1
石川県：2

（管内：10）
新潟県：6
富山県：2
石川県：2

（管内：11）
新潟県：4
富山県：1
石川県：6

（管内：42）
新潟県：19
富山県：12
石川県：11

 「施工時期の平準化」の更なる推
進を図ることを重点的に実施。

 更なる推進を図るため自治体の
特徴に併せた具体例を提示。

 全国統一指標・地域独自指標の
目標達成に向けた取組も実施。

令和７年度訪問対象市町村（案）（11月頃実施予定）

新潟県
加茂市、田上町、阿賀町、
湯沢町、津南町、関川村

人口～３万人 継続

富山県 上市町、朝日町 人口～３万人 継続

石川県 羽咋市、志賀町 人口～３万人 継続

直接訪問、
Web形式
を併用
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令和７年度「発注見通しの公表 統合版」

工事、業務委託（測量、調査及び設計）の発注見通し
更新時期：１回/四半期（「公表基準日」は各月１５日、３０日）
対象機関：国、県、政令市、市町村

中長期的な発注見通し
更新時期：１回/年（第２四半期） ※ 第２四半期を基本とするが、各発注機関の公表時期に合わせて更新

新規参画：統合版公表のタイミング（四半期毎）でいつでも参画可能
対象機関：国、県、政令市、市町村 （データ提供可能な機関より順次公表。）

業務委託

工 事

令和７年度 発注見通し公表スケジュール

中長期的な見通し

4/15、4/30 7/15、7/30 10/15、10/30 1/15、1/30

4/15、4/30 7/15、7/30 10/15、10/30 1/15、1/30

更新 + 新規参画

第２四半期第１四半期 第３四半期 第４四半期

令和７年度の取り組み
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新規参画 新規参画 新規参画

 参画機関の増加（業務委託、中長期）（データ提供可能な機関より順次公表）

• 参画時期は、統合版公表のタイミング（四半期毎）でいつでも可能

 「工事」、「業務委託」の発注見通し統合版（Excel版）の利用促進（継続）

R7.4
津幡町

新規参画



【参考】公共工事の円滑な施工確保（中長期的な公共工事の発注の見通し）

公共工事の円滑な施工確保について（通知）
（R03.12.21_総務省・国土交通省⇒都道府県（⇒市町村））

 技能労働者の育成及び確保に資する労働環境の整備が図られることが重要
技能労働者の適切な賃金水準の確保（実勢を反映した労務単価の設定）
公共投資の安定的・持続的な見通しの確保（安定した雇用・就業環境の形成）

R03.12.21_総務省・国土交通省⇒都道府県（⇒市町村）） 5

公共工事の品質確保、工事の適正な施工の確保

 「計画的な社会資本整備や防災・減災、国土強靭
化対策等の実施」「社会資本整備の担い手となる
技能労働者の育成及び確保」の観点から、中長
期的な見通しのもとで、安定的・持続的な公共投
資の確保を図ることが必要。

 各工事における諸手続にかかる期間等も考慮し
つつ、計画的な発注や中長期的な公共工事の発
注の見通しの作成及び公表に努めること。

各地方公共団体では、



【参考】「中長期的な発注見通し」の公表事業の選定及び公表期間・内容について

 既にホームページ等で公表している事業、対外的に公表をしている事業
例）再評価事業、社会資本総合整備計画、●●市総合計画、●●市中期計画 等

・ 既に事業化されている継続事業、今後新たに事業化される新規事業を対象とする。
・ 線的・面的な事業を基本とし、連続性・一体性のある事業を対象とする。

例）バイバス事業、駅周辺整備事業、都市公園等整備事業、河川改修事業 等
・ 市単独事業、補助事業、交付金事業等 事業形態は問わない。
・ 分野（河川、道路、港湾、ダム、農地、公園、建築、下水道等）の指定はしない。
なお、点在する構造物、不連続な構造物の集合体を総称した事業は対象外とする。

例）●●施設の長寿命化五カ年計画、●●施設の耐震補強５ヶ年計画 等
また、ある程度全体事業費が大きい億単位の事業を対象とする。

 事業期間の目安は、５年又は５年以上を基本としつつも、３～４年の複数年工事も可。
 事業期間として、「計画・調査、設計、用地買収、工事」を含めた一連の事業を基本としつつも、

債務負担行為を活用した中期的な工事の見通し公表でも可。

公表事業の選定（案）

公表事業の期間（案）

 「全体事業規模」欄は公表事業概要等から定量的な規模で記載、「全体事業費」欄は公表し
ていれば総額を記載。事業期間のみで全体事業費を公表してない場合は、空白でも可。

 「事業進捗/完成予定時期」欄は事業期間等を記載。「備考」欄は今後の計画年次金額等。
 公表にあたり、不確定要素はある場合は、機関名のタイトルバーに注釈で断り事項を記載。

公表事業の内容（案）
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建設業における休日確保に向けた取り組み
（週休２日の取組み・統一的な現場閉所）



令和７年度 統一的な現場閉所チラシ

庁舎にチラシ・ポスターを掲示し、民間工事への周知を図る

令和７年度
統一的な現場閉所の取り組みを提案

（毎週土曜日・日曜日の閉所）

協議会各委員に周知（ポスターの配布）
新潟県・富山県・石川県を
通じて各市町村に周知

各
機
関
で
取
り
組
み

R7.2.17
Ｒ６幹事会

R7.3中旬

令和７年度 上半期
実施状況調査

R7.10頃

各機関での取り組み
内容の確認（上半期分）

R8.2頃
Ｒ７幹事会

令和７年度 年間
実施状況調査

R8.3末
依頼

各機関での取り組み
内容の確認（令和7年度）

R8.5頃
Ｒ８協議会

令和6年度

令和7年度

令和8年度
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既発注工事への周知を含め、
令和７年度当初より

ポスターを掲示



「週休２日適正工期発注宣言」「週休２日取組企業宣言」 （令和６年４月～）

令和６年４月に「週休２日適正工期発注宣
言」「週休２日取組企業宣言」 の宣言制度
を創設。

建設業界における「働き方改革」、「週休２
日の確保」の推進を図ることを目的。

受発注者双方で取り組みを『宣言』し、市
町村工事も含め週休２日工事の拡大を図
る。

8発注者用ポスター

発注者用ロゴマーク

受注者（企業）用 ポスター

受注者（企業）用 ロゴマーク

「週休２日適正工期発注宣言」
発注者が「週休２日」を確保できる“適正な工期設定”
を行い発注していることを『宣言』

「週休２日取組企業宣言」
企業として、従業員が「週休２日」を取得でき、働きや
すい職場環境の整備に取り組んでいることを『宣言』

下記のいずれか（もしくは、両方）をもって『宣言』
①ポスターを執務室等に掲示

（企業宣言は、会社、現場事務所等に掲示）
②ホームページで宣言した旨を公表



北陸ブロック発注者協議会「週休２日適正工期発注宣言」宣言機関（令和７年５月２３日時点）
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県内市町村

新潟県 12/30 40.0%

富山県 10/15 66.7%

石川県 17/19 89.5%

全体 39/64 60.9%

全機関（R7.5.23時点）

４６/80（５７.５％）

宣言あり

宣言なし

国・県・法人
機関名 発注宣言

国

国土交通省 北陸地方整備局 ○

国土交通省 北陸信越運輸局

海上保安庁 第九管区海上保安本部 ○

農林水産省 北陸農政局 ○

林野庁 関東森林管理局

財務省 北陸財務局

国税庁 金沢国税局

環境省 信越自然環境事務所

国土交通省 東京航空局

国土交通省 大阪航空局

県

新潟県 ○

富山県 ○

石川県 ○

法
人

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構
北陸新幹線建設局

○

東日本高速道路(株)

中日本高速道路(株)

合 計 7/16

令和７年度目標
宣言機関：１００％



北陸ブロック発注者協議会「週休２日取組企業宣言」宣言企業（令和７年５月２３日時点）

※ 宣言年月は事務局へ宣言の報告を頂いた年月を記載しています。 10

番号 商号又は名称 本店所在地 宣言年月※

1 共和土木株式会社 富山県黒部市荒俣１６００ 令和６年４月

2 株式会社鈴木組 新潟県村上市平林９７－１ 令和６年４月

3 株式会社グリーンシグマ 新潟県新潟市西区坂井７００－１ 令和６年４月

4 株式会社近藤組 新潟県佐渡市相川大間町４５ 令和６年４月

5 石川建設工業株式会社 石川県金沢市桂町ホ８５ 令和６年４月

6 東亜道路工業株式会社 東京都港区六本木７－３－７ 令和６年５月

7 株式会社小林組 新潟県阿賀野市曽郷３０２ 令和６年５月

8 株式会社佐藤渡辺 東京都港区南麻布１－１８－４ 令和６年５月

9 株式会社明翫組 石川県金沢市泉野町６－１５－１５ 令和６年５月

10 大成ロテック株式会社 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 令和６年５月

11 株式会社曙建設 新潟県長岡市干場２－１７－９ 令和６年５月

12 福田道路株式会社 新潟県新潟市中央区川岸町１－５３－１ 令和６年６月

13 北陸パブリックメンテナンス株式会社 新潟県新潟市江南区横越上町４－１０－７ 令和６年６月

14 世紀東急工業株式会社 東京都港区芝公園２－９－３ 令和６年６月

15 株式会社飯作組 富山県下新川郡入善町五十里２５０ 令和６年６月

16 桜井建設株式会社 富山県黒部市新町１ 令和６年６月

17 道路技術サービス株式会社 富山県射水市橋下条５２７ 令和６年６月

18 株式会社レックス 新潟県新潟市中央区南長潟１２－１０ 令和６年６月

19 株式会社帆苅組 新潟県阿賀野市保田１１１１ 令和６年６月

20 株式会社中越興業 新潟県長岡市喜多町１０７８－１ 令和６年６月

21 株式会社新興 富山県黒部市若栗３０２－１ 令和６年６月

22 真柄建設株式会社 石川県金沢市彦三町１－１３－４３ 令和６年６月

23 大河津建設株式会社 新潟県燕市分水あけぼの１－１－７２ 令和６年６月

24 株式会社伊藤組 新潟県新発田市島潟１２７３－１ 令和６年７月

25 丸運建設株式会社 新潟県新潟市中央区幸西１－４－２１ 令和６年７月

26 大高建設株式会社 富山県黒部市宇奈月温泉６３３－１ 令和６年７月

27 黒鳥建設株式会社 新潟県新潟市西区黒鳥３７４７－３ 令和６年７月

28 酒井工業株式会社 石川県金沢市東力町ニ１７０ 令和６年７月

29 株式会社西方組 新潟県新潟市西区坂井１－１９－３４ 令和６年７月

30 株式会社巴山組 新潟県東蒲原郡阿賀町九島１２７０ 令和６年７月

31 北本建設株式会社 新潟県新潟市秋葉区中沢町１０－４２ 令和６年７月

32 株式会社原組 新潟県新潟市江南区割野２８８３－１ 令和６年７月

33 安達建設株式会社 富山県南砺市野田４２５－７ 令和６年７月

34 丸高工業株式会社 新潟県新潟市東区山木戸８－１－１３ 令和６年７月

35 創和ジャステック建設株式会社 新潟県糸魚川市大町１－５－２９ 令和６年８月

36 株式会社のとさく 石川県珠洲市上戸町北方い部３１－１ 令和６年８月

37 株式会社廣瀬 新潟県新潟市西区善久８２３ 令和６年８月

38 株式会社河合組 石川県野々市市押野４－２２２ 令和６年８月

39 日本サミコン株式会社 新潟県新潟市中央区弁天橋通１－８－２３ 令和６年８月

40 株式会社水倉組 新潟県新潟市西蒲区巻甲５４８０ 令和６年８月

41 丸建道路株式会社 石川県金沢市小坂町西７５ 令和６年８月

42 株式会社谷村建設 新潟県糸魚川市寺町１－６－３５ 令和６年８月

43 山隆リコム株式会社 新潟県五泉市三本木２－１－１４ 令和６年８月

44 株式会社興和 新潟県新潟市中央区新光町６－１ 令和６年８月

45 株式会社福田組 新潟県新潟市中央区一番堀通町３－１０ 令和６年９月

46 株式会社トーホー 新潟県新潟市西区黒鳥１４５０ 令和６年９月

47 株式会社日伸設備 新潟県新潟市江南区曽川甲３８０－１８ 令和６年９月

48 廣川建設工業株式会社 富山県下新川郡入善町古黒部３１２４ 令和６年９月

49 株式会社吉田建設 新潟県新潟市西蒲区赤鏥１３０７－１ 令和６年９月

50 株式会社植木組 新潟県柏崎市駅前１－５－４５ 令和６年９月

51 株式会社大野建設 新潟県新潟市秋葉区新津４５３４－２ 令和６年９月

52 株式会社田中組 新潟県新潟市中央区上大川前通三番町２５－７ 令和６年９月

53 豊和建設株式会社 新潟県新潟市中央区一番堀通町５９３８－３０ 令和６年１０月

54 小柳建設株式会社 新潟県三条市東三条１－２１－５ 令和６年１０月

55 株式会社星野組 新潟県長岡市沢田２－１１－５ 令和６年１１月

56 株式会社氏田組 新潟県燕市分水あけぼの１－１－７２ 令和６年１１月

57 朝日舗道株式会社 新潟県村上市上助渕９１９－４ 令和６年１２月

58 株式会社森下組 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立１３０ 令和６年１２月

59 株式会社坂詰組 新潟県阿賀野市保田４１７７－１ 令和６年１２月

60 株式会社本間組 新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町３３００－３ 令和６年１２月

61 大栄建設株式会社 富山県高岡市中川栄町３－１ 令和６年１２月

62 株式会社北越トラスト 新潟県小千谷市大字上片貝７６－１ 令和６年１２月

63 株式会社馬場工務店 新潟県新発田市浦９０１ 令和７年１月

64 朝野工業株式会社 富山県魚津市本新町２７－５ 令和７年３月

65 加賀建設株式会社 石川県金沢市金石西１－２－１０ 令和７年３月

66 株式会社東城 富山県魚津市六郎丸２９３５ 令和７年３月

67 東工業株式会社 新潟県新潟市中央区関屋金鉢山町５３ 令和７年４月

68 横山建設株式会社 新潟県五泉市太田１－１２－７ 令和７年４月

69 株式会社小野組 新潟県胎内市西栄町２番２３号 令和７年４月

70 株式会社今村組 富山県小矢部市石名田２００－１ 令和７年５月

71 株式会社大島組 新潟県上越市石橋１－８－３３ 令和７年５月

72 株式会社林土木 富山県富山市桜町２－３－３ 令和７年５月
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北陸ブロック発注者協議会発注者協議会 独自アンケート調査について

発注者協議会の独自アンケート調査は、「発注関係事務の運用に関する指針（運用
指針）」（解説資料）に示されている「必ず実施すべき事項」「実施に努める事項」に
基づいて調査

 Ｒ６．６品確法の改正に伴い、運用指針を改定（令和7年２月）
運用指針の解説資料も改定（令和7年３月３１日公表）
また、「第三次・全国統一指標」「地域独自指標」は検討中（令和7年５月頃決定予定）

 Ｒ７独自アンケートの調査項目は、

・ 「運用指針（解説資料）（「必ず実施すべき事項」「実施に努める事項」）」
・ 「第三次・全国統一指標」
・ 「地域独自指標」

の内容を踏まえて今後調整を実施
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

運用指針とは：品確法第21条に基づき、地方公共団体、学識経験者、民間事業者等の意見を聴いて、国が作成（令和７年）

各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、体系的にとりまとめ
国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについて毎年調査を行い、その結果をとりまとめ、公表

北陸ブロック発注者協議会【参考】「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正（Ｒ７）の主なポイント
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【参考】 「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正（Ｒ７）の主なポイント
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【参考】 「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正（Ｒ７）の主なポイント
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【参考】 「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正（Ｒ７）の主なポイント
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【参考】 「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正（Ｒ７）の主なポイント
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【参考】 「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正（Ｒ７）の主なポイント
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